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平成３０年度 第２回 小平市介護保険運営協議会 会議録 

１ 開催日時 平成３０年９月２７日（木） 午後２時００分～３時３０分 

２ 開催場所 小平市健康福祉事務センター ２階 会議室（３）（４） 

３ 
出席委員名 

（敬称略） 

井上斉、上原健嗣、小川容子、落合高幸、金子惠一、川上政子、久保田進、

佐田惠子、清水太郎、多賀谷守、林田良子、比留川実、松川茂雄、渡邉浩文 

４ 配布資料 

（１）   平成３０年度 第２回 小平市介護保険運営協議会 会議次第 

（２）   資料１－１ 地域密着型サービス事業所の新規指定について 

（３）   資料１－２ 地域密着型サービス事業所の指定更新について 

（４）   資料２－１ 小平市地域包括ケア推進計画進捗状況の概要 

（５）   資料２－２ 小平市地域包括ケア推進計画平成２９年度進捗状況 

（６）   資料３    平成２９年度地域支援事業概要 

（７）   資料４－１ 平成２９年度小平市地域包括支援センターの 

活動報告（年間） 

（８）   資料４－２平成３０年度小平市地域包括支援センターの 

活動報告（4月～7月） 

（９）   資料５－１平成２９年度小平市地域型地域ケア会議実績報告 

（年間） 

（１０） 資料５－２平成２９年度基幹型地域ケア会議実績報告（年間） 

（１１） 資料５－３平成３０年度小平市地域型地域ケア会議実績報告 

（４月～７月） 

（１２）資料６   平成３０年度こだいら認知症週間の実施について（概要） 

（１３）資料７   地域密着型サービス事業所の廃止について 

（１４）資料８   総合事業の事業所指定の状況 

（１５） 事前質問の方法について 

５ 傍聴人数 ０名 
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６ 次 第 

１ 開会 

２ 配付資料の確認 

３ 協議・検討事項 

（１）地域密着型サービス事業所の指定、指定更新について 

（資料１－１～１－２） 

４ 報告事項 

  （１）地域包括ケア推進計画（第６期）の進捗について 

（資料２－１～２－２） 

（２）平成２９年度地域支援事業概要について（資料３） 

（３）地域包括支援センターの活動実績、地域ケア会議実績報

告について 

（資料４－１～４－２、資料５－１～５－３）          

（４）こだいら認知症週間の実施について（資料６） 

（５）地域密着型サービス事業所の廃止について（資料７） 

（６）総合事業の事業者指定状況について（資料８） 

５ その他   

（１）地域包括ケア推進計画（第７期）（第２章 市の現状と課

題）について 

（２）平成３０年度地域密着型サービス整備・運営事業者の応募

状況について 

６ 閉会 

 

１ 開会 

２ 配付資料の確認 

３ 協議・検討事項 

〔質疑応答〕 

（１）地域密着型サービス事業所の指定、指定更新について 

委  員：質問の回答の１とも関係するんですけれども、人員体制のところで、短時間職員、

例えば２時間とか４時間の人も、それからフルタイムの人でも同じ１名として数

えていますよというふうに質問の回答のほうでなっておりますけれども、これは、

この書き方はそうかもしれませんけど、それによって、結構サービスの質が違っ

てくると思うんです。フルタイムの人がここに配置されているのと、２時間の人
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がここに配置されているのと随分違うと思うんですけども、この辺の解釈の仕方、

どうしてこういうふうに、例えば、介護職員７名というところ、これは２時間が

３人とかフルタイムが１人とか、何とかそういう書き方にならないのかなと。そ

うしないと、ほかのところもそうですけど、大体、利用定員と人員体制が同じで、

前のときも同じで、よく経営が成り立つなと思ったことがあるんですが、結構、

短時間職員を入れているから経営が成り立つと思うんです。その辺でサービスの

質にも影響してくるんじゃないかなと思うんですが、いかがなんでしょうか。 

会  長：これは、事務局のほうでよろしいですか。 

事 務 局：配付資料につきましては、何人という人員体制ということでは、わかりやすく何

人ということで人数の表示をしておりまして、以前から、そういうような形で、

体制として何人、何名というような言い方で表示しておりましたので、今回もそ

れに倣ったものでございますけれども、基準を満たしているかどうかというとこ

ろでは、基準の中の書き方としましては、何人、何名というような基準ではなく

て、サービス提供時間帯の中で、常勤の換算をしたときに、その時間帯で、常勤

換算を１と考えたときに、例えば２以上とか、３以上とかというような書き方で、

働いている方の時間を基準に表示しておりまして、人員体制のところで委員がお

っしゃるように、フルタイムだと０．５、パートタイムの場合０．５、そういう

表示もあるんですけれども、資料のほうでは、それを全て確認した上で、人数で、

頭数でという形で表示したものでございます。 

委  員：この資料は、そうなっているけれども、実際の検討に当たっては、常勤換算して

勤務時間帯別に何人いるか、それを見ているという理解でいいですね。 

事 務 局：そうです。 

委  員：わかりました。 

事 務 局：サービスの質というところですけれども、フルタイムの方がいらっしゃるところ

とパートの方、非常勤の方というところの違いですけれども、私たちが確認する

中では、その常勤や非常勤によってサービスの質が変わってくるというようなこ

とは、今のところ特に聞いてないです。 

委  員：それは、常勤か非常勤によってサービスの質が違っているとは思いませんけども、

実際に常勤か非常勤かで人数が、配置人数が、やっぱり違うんじゃないかなと思

ったんですが、勤務時間帯ごとに常勤換算で直していけるということで、それは

わかりました。 

委  員：委員にお伺いしたいんですけど、常勤の人は何名、それから非常勤の方が何名、

労働時間は短くても人数さえそろっていればサービス提供に影響ありませんよと

いうことなんでしょうか。 

委  員：実際、人員配置の基準ということでは、ここにある頭数ではなくて、この時間帯

には何時間職員がいるかということなんですよ。常勤というのは、大体一日８時
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間ぐらい働くじゃないですか。常勤３人というと、８×３、２４時間分。例えば、

それが３人であろうが、８人であろうが、合計が２４時間になれば、配置として

はいいんですね。あと、非常勤、常勤の区別ということですけれども、正直言っ

て人によるので。正直にはそうです。常勤というのは、こちらのサイドだと、こ

ちらの都合で働いていただける方、要はシフトもこちらの都合で、休みもこちら

の都合でやってくれる方が常勤ということで、非常勤というのは、この時間だけ

働きたいとか、この曜日だけ働きたいとか、この日曜日だけは働きたいとか、そ

ういう自分の都合のいいときに働きたいというのが非常勤の方なんですよ。だか

ら、別に非常勤だから質が悪いとか、常勤だから質がいいとかということではな

いんです。ただ、週１回の方を６人集めて毎日違う職員が見るのと、一人の職員

が、ある程度通じて見るのでは確かに違うとは思いますけども、常勤、非常勤だ

からといって何か違うかということは、特にはないと思います。 

委  員：厚みは、もう時間で決めていますので、何人、基準の時間は必ず足りてないと指

定は受けられないわけですから、それについては、頭数が何人いようが、その辺

は別に問題ないというか、そういう基準で私たちもやっていますので。 

委  員：私は非常勤でやっていたものですけども、実際、常勤の方と、非常勤の者と、シ

フトの毎月の組みは、会社によって、すごく苦労する部分なんです。ですから、

今おっしゃったとおり、時間内できちんと人数を確保して、質のいいサービスを

するというのは一応前提になっています。事業所によりますけども、私が行って

いた事業所というのは、やっぱりそういうケア技術の研修とか、またいろんなメ

ンタルの部分とか、またお客様との対応の仕方についても常時細かい研修があり

ました。ですから、個人によって若干の、そういうケアの質の問題はあるとは思

いますけれども、やっぱり、実際、全体で見れば、ケアの質を保つために事業所

としては目に見えないほど細かいところまで苦労されているというのが現実だと

思います。 

会  長：それでは、この案件につきましては、了承ということでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

会  長：それでは、了承といたします。 
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４ 報告事項 

（１）地域包括ケア推進計画（第６期）の進捗について 

〔質疑応答〕 

会  長：それでは、ただいま平成２７年度から２９年度の前期計画の進捗につきまして、

事務局から説明がありました。この第６期の計画につきましては、昨年度で終了

し、現在は第７期の計画を実施しております。第６期の計画の進捗状況について、

現在実施中の第７期の計画につながるような視点で、皆様からご意見、ご質問を

いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

委  員：そこの２ページ目の生きがいづくりのところに高齢者クラブへの助成とあります。

これは、この①と、それから１０ページ目の一番下の⑧、地域の運営による交流

の場との連携と２つありますけども、これは高齢者クラブも含めて、高齢者の人

が一人で孤独に家にいて悶々とテレビ見ていると、そういう状況というのは非常

に健康に悪いと思うんですね。ところが、出るところがあって、高齢者クラブ、

みんなと一緒に参加したり、それから、地域の居場所でみんなと話をしたり、コ

ミュニケーションをはかったりすることによって、どれだけ認知症が防げるか、

あるいは健康状態が保てるか、はかり知れないと思います。そのことは医療費の

節減にもなると思うんです。そこで伺いたいんですけど、高齢者クラブの助成で、

２９年度の実績が会員数１，７６０人となっています。ところが、この推進計画

の本を見ると、この高齢者クラブの会員数というのは減っているというふうに出

ています。高齢者の数が増えているのに、どうして減っているのかなというふう

に疑問に思うんです。恐らく、高齢者クラブに入りにくいような何か事情がある

んじゃないかなと思うんです。そのことは、誰でもクラブに入って楽しく過ごせ

るような、そういう環境づくりというのは必要じゃないかなと思って、伺いたい

と思います。 

会  長：どのような形で現状認識されているか。 

委  員：５年前、どのくらいだったのか。２９年度実績１，７６０人とありますけども、

５年前の会員数はどれぐらいだったのか教えてください。 

事 務 局：高齢クラブのご質問でございます。まず、単純に５年前の会員数というお話でご

ざいましたので、２５年度の高齢クラブの会員は２，０８５名いらっしゃいまし

た。会員に関しては、なぜ高齢者が増えているのに会員が減っているのかという

部分でいきますと、やはり高齢者、皆さん６５歳以上という考え方があるんです

けども、まだ現職で働いていらっしゃる方もいらっしゃいますし、実際的には、

ちょっと地縁の強い地域のクラブでございますので、もう現職から組織を離れた

人が、また組織に入りたくないとか、いわゆる個人の多様化が原因ではないかと

いうふうに推測もしています。ただ、実は、これは小平市だけの話ではなくて、
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ほぼ全国的な話でございます。全国の老人クラブ連合会に関しても、１００万人

増強運動という形で一生懸命会員増強しているところですが、どこも減っている

というのが現状です。小平に関しましては、実は２９年度ではないんですが、２

８年度から２９年度は、実はプラス・マイナスゼロでございました。ほかの市か

らしても、いいほうでございます。ましてや、実は３０年度に関しては７９名も

増えまして、正直言うと、ここで、全国でも表彰されるような形になっておりま

す。実際に、委員の中に、高齢クラブ連合会の役員さんがいらっしゃいますが、 

非常に各クラブが、今頑張って会員増強に努めているという状況でございます。 

委  員：この会議に当たって、高齢クラブの人と話をしたんですけども、その中では、高

齢クラブによっては、いろいろ入られると面倒を見なきゃならない部分もあるの

で、拒否反応を示しているようなところもあり、こっちのクラブに入らせてくれ

ないのでこっちに入ったというようなことも聞いたので、そういう閉鎖的なとこ

ろもあるのかなと。なければいいなと思って伺ったわけでございます。 

      それからこの資料の中で、高齢クラブ連合会イベント参加延べ人数、１，９６

０人とありますけども、これは延べ人数ですから、これは、例えば、よくルネ小

平なんかで、壇上で踊ったりなんかして、歌ったりしている人、それから、そう

いう人ももちろん参加者ですけども、会場に見に来ている高齢クラブの人、これ

も参加者だと思うんですが、こういう人たちは入るのか、入らないのか、それを

伺いたいと思うんですが。 

事 務 局：基本的には、この延べ人数は、出演者だけになっています。 

委  員：わかりました。 

委  員：閉鎖的なというお話がありましたが、やはり、例えばゲートボールとか、そうい

うクラブがございます。そういうところで、どうしても年とっているからわがま

ま言うらしいです。こっちのクラブで追い出されて、またこっちに来たとか、そ

こでもだめだったから、ここが拾ってくれたとか、そういうことを少し気持ち的

に嫌なところだなみたいに伝わってきているんじゃないかと思うんです。その人

本人の人間性。それとか、うちの近所でも７８歳の人に、どうですかとお聞きし

たら、私は、まだ老人クラブに入る歳じゃございませんと。じゃあ、いつ入るの

よと思うんです。私たちから見れば、そのクラブ活動、いろんなところを楽しく

やるのがここだと思っているので、人に面倒を見てもらおうと思って入ってきち

ゃ困るわけ、逆に。だから、そのクラブ活動を楽しくやるために一緒にやりませ

んかという誘いなんですが、本人から見ると７８歳じゃ、まだ入る歳じゃないっ

て、じゃあいつ入るのよっていうふうに思っちゃって、その人には、もうちょっ

と声かけてないんですが、そんな感じで、やっぱり人それぞれなんですよね。 

会  長：先ほど、多様化のお話が出てたと思うんですが。 

委  員：６０歳から私は入ったんですが、今そんな人いないです。まだまだ仕事していま



7 

すし。 

委  員：高齢者が増えているのに会員数が減っているというのは、まず男性ですが健康寿

命が伸びており６５歳を過ぎても仕事をする方が多いです。私シルバー人材セン

ターにも関わっているんですが９０歳を過ぎてシルバー人材センターに入会する

方もいます。 

     また男性は趣味より仕事という方が多く実際、高齢クラブの会員は女性の方が多

いです。その女性ですが高齢クラブ以外にも公民館、地域センターなどに行くと

何十種類というクラブがあり高齢クラブ以外での楽しみ方を知っている、持って

いるという方が多いです。今、委員がおっしゃったように８０歳近くないと高齢

者と思われないんじゃないでしょうか。７５歳くらいは現役みたいな感じです。 

     チラシを配るだけではなかなか増えない会員数を、会員さんがお友達に直接、活

動内容を詳しく説明するといった活動を地道に重ね高齢クラブ全体で７０名の新

規会員さんを獲得しましたが、本当にお一人お一人いろんな経験をされて７０年、

８０年、９０年と生きてきてらっしゃいますのでそれぞれのポリシーがあるわけ

です。高齢クラブ、入ったクラブの目的とそぐわない方がやはりでてきます。そ

ういったときに本人が嫌になったり周りが嫌になったりはどこにでも起きますし

致し方無いのではと思います。今後とも市からも応援していただきながら医療費

を減らすことを健康寿命を伸ばすという目標に向かって色々活動しているところ

です。  

会  長：ありがとうございました。非常にいろいろな選択肢が増えてきているということ

と、さらに、それに対するニーズが多様化してきている中で、これだけが選択肢

ではなくなってきているというふうなお話だったかなと。 

委  員：高齢クラブも、面倒見るのが大変だったからということですが、面倒見られる人

と、それから面倒見る人も、高齢クラブにあってもいいと思うんですね。だから、

面倒見る側で入る人と、面倒見られる側で入る人と、そういったものが一緒にな

って高齢クラブができると非常にいいんですけども、ややもしますと、さっきの

ゲートボールの話じゃないけども、余り手間のかかる人は入ってもらいたくない

よということになっちゃうと、ちょっと開放性がなくなってきちゃうかなと思い

ます。 

委  員：現実、もう既に入っていて、だんだん体力が落ちていってという方を補助すると

いうことはありますけれども、保護するために入ってみえるという方は、まずい

らっしゃらないですね。やっぱり、自分が楽しまないと。人様を助けるために入

るんじゃないんですね。自分の居場所を求めて入るわけですから。ですから、余

り支援が必要な方というのは、こちらの受け入れるほうとしても、医療関係者が

行ったりとか、あるいはいろんな手助けがなければ運営できないということにな

りますとやっていけませんのでね。その辺というのは、入会されるときに、ある
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程度はあると思います。 

委  員：何か、聞いているとさびしくなりますね。こういう人こそ高齢者クラブで末永く

地域で生きがいを見つけるきっかけづくりになるんじゃないのかなと。そんなこ

とを言ったら、行き場所ないですものね。それ以外の質問、いいですか。 

      資料番号２－１なんですが、事前質問への回答、ありがとうございました。認

知症サポーターの養成講座で、急激に人数が増えたというので、それに対する質

問をさせていただきました。その回答としては、企業で大人数が受講したことに

よって、急激な人数増になったんだというご回答でした。それはそれでいいんで

すが、今後の対策として、数値目標として、平成３２年度末目標、１万人と書い

てあるんですが、この１万人の内訳は、どういった方々を想定しているのか。私

とすると、例えばセブンイレブンとかファミリーマートとか、あるいは往来の店

舗の従業員とか、そういう人こそ認知症の、いろんな場面に出くわす人が多いと

思うんですね。そういう方々に的を絞るというか、的を当てた啓発、受講するこ

との啓発、そういうことが必要じゃないのかなと思うんですが、１万人の内訳と

いうのをどんなことを考えている。自然増でしょうか。 

事 務 局：１万人の内訳についてでございますが、まず、こちらの狙っているところと実際

というのとずれるというところがあるかと思います。企業のほうで定期的に受け

てくださるところというところは、必ず行っていきたいなと思っているところで

す。あと、ご意見にありましたとおり、セブンイレブンだとか、そういった店舗

等、あと地域の商店街等、行っていきたいと思っておりますので、今、担当で、

認知症サポーター養成講座受講を呼びかけるチラシ等をつくる予定があります。

そういった形で、まず呼びかけて対応してくださるところにしていきたいと思い

ます。なので、どういう割合でというところは、なかなか難しいところです。 

委  員：４ページ目のところで、⑥介護予防見守りボランティア事業というのが⑥にある

んですけども、ここでは、結構多くの人が、多分この中にもいると思うんですけ

ど、介護予防見守りボランティアに登録している、私も登録しているんですけど

も、２カ月に一遍、交流会というのが確かにあります。ただ、その交流会という

のは、小平の交流会は個人の健康を保つのにどうしたらいいかとか、消費相談な

んかについて、警察とか、そういうところから説明に来てくれたり、座学が結構

多いですけども。せっかく、地域のさりげない見守り活動を行うというのがある

ので、このさりげない見守り活動に関しても何か役割があると、非常にボランテ

ィア活動に登録していることにやりがいを感じるなと思うんです。ボランティア

の人に迷惑かけちゃいけないということだと思うんですが、一方そういう役割と

いうのは全然なくて、交流会への出席ということが中心です。そこで、この中の

進捗状況のところで、３２件、ボランティアからの通報があるというふうに書い

てありますので、こういう３２件あるということ、今、ここで、そういう通報を
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している人もいるんだということがわかりました。そこでお伺いしたいのは、個

人が特定されない配慮をしながら、そういう交流会のときに、こういう３２件、

こんなふうな通報がありましたよという紹介をされれば、じゃあ自分もやってみ

ようかなという気持ちになるし、何か、見守り活動に参加しているという、そう

いう自負心、気持ちの盛り上がりも出てくると思います。こういったものという

のは、今日の資料には確かに３２件入っていましたけども、交流会のときでも、

個人を特定しない範囲内で紹介することはできないんでしょうかということを伺

いたいです。 

事 務 局：各地域包括支援センターの交流会の内容の中で、何かそういった報告の場が持て

ないかは、今後検討させていただきたいと思います。 

会  長：ほか、よろしいでしょうか。 

      それでは、いただいたご意見を踏まえまして、事務局では、現在進めている第

７期計画を実行していただくようお願いをしたいと思います。 

 

（２）平成２９年度地域支援事業概要について 

〔質疑応答〕 

委  員：２８ページの、今ご説明いただいた生活支援コーディネーターの第１層と第２層

とありますけども、これの区別はどういう意味があるのか、教えていただきたい

んですけど。 

事 務 局：第１層と呼ばれるものは、国が指針を示しているとおりなんですけれども、小平

市全域をコーディネートするのが第１層。第２層というのは、日常生活圏域、小

平の場合は地域包括支援センターの圏域と日常生活圏域は同じでございますが、

少しちょっと地域、小さい範囲を第２層と言っております。 

委  員：細かいことなので。これ、協議会、協議体ではないんですか。厚生省から出てい

るのは、名称は協議体になっていますね。 

事 務 局：そちらにつきましては、厚生労働省は協議体という形になっているんですが、小

平の場合、設置の実施要綱をつくる際に、協議体というのはおかしいだろうとい

うことで、小平では、厚生労働省で言っている協議体を協議会という形で扱わせ

ていただいているところでございます。 

委  員：資料３で、複数あるので一遍にお伺いしたいんですが、事前質問への回答でお示

ししたいと思いますが、質問７、家族向け講座、認知症の関係で、参加者が非常

に少ないんですね。回答では、認知症の家庭の事情、老老介護とか、いろいろ事

情があって参加者が少ないというふうに判断しているんだというふうに書いてあ

るんですけれども、この講座を開く必要性があって開いていると思うんですけど

も、少ないままでいいんでしょうか。それとも、そのフォローはしているんでし

ょうか。 
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事 務 局：家族向け講座につきましては、少ないままでいいというふうには思っておりませ

んでして、ケアマネジャーさん等を通じて周知等しているところです。また、講

座が終わった後のフォロー講座を実施しております。認知行動療法を心理職を入

れて行っている関係で、人数をそれほど増せないという事情もありますが、なる

べく皆さんに使っていただくよう心がけているところでございます。 

委  員：それから、質問８ですが、資料番号３の２５ページです。声かけ模擬訓練という

のがあります。昨年も認知症週間で上がって、今年もやるようなんですけども、

認知症を家族の中に持ったことがない人は、どういう方が認知症なのか、路上で

遭遇してもわからないですね。そういう意味からすると、やっぱり日常的に、こ

の一回だけではなくて、もう少し回数を増やして、幅広く認知症とのかかわりと

いうのを市民に、そういう機会を与えていただきたいなというふうに思いますの

で、ぜひ回数を増してほしいというふうに思います。 

      それから最後ですが、質問１０です。資料番号３、３４ページです。俳回高齢

者家族支援事業というのがあります。実は、この間、白梅学園で勉強会がありま

して、徘回していた高齢者、親が鉄道とぶつかって、亡くなった。それによって

ＪＲは損害を受けたというので、ＪＲが、その家族、介護している家族に対して

損害賠償請求をした。第一審で七百何十万ですか、それが払えという判決が出た。

第二審では、実際に介護していない息子については地方にいるから免除する。で

も、実際に面倒を見ていた奥さん、亡くなった方の奥さんに対しては責任あるよ

というので二百何十万かの判決が出た。ところが、その奥さんは、要介護１の方

で、８０歳を超えている。そんな人に、そんな責任を負わせていいのかというの

で最高裁まで行った。２年前の３月に、結局払わなくていいという最高裁の判決

が出たわけです。小平では、４１カ所踏切があるんですね。前の連休で、ずっと

自転車で回りながら写真を撮って、なるほどなと思って確認したんですけども、

認知症のグループホームも小平市にありますし、万が一の場合の事故があったと

きに、どういうふうにしたらいいのか、やっぱり今のうちに考えておいたほうが

いいんじゃないのかと。場合によったら、神奈川県の大和市みたいに行政が保険

者となって、そういう賠償保険の体制をつくったというのがあるものですから、

小平市でも考えておくべき時期じゃないのかなというふうには思って、これを質

問させていただきました。特に回答は要りません。 

      ぜひ、今年の認知症週間のときには、そういったことに関する講演も、ぜひお

願いしたいなと思います。 

会  長：意見ということでよろしいでしょうか。ありがとうございます。 

      ほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

委  員：３４ページの、このお出かけ見守りシールってありますよね。これって、意外と

人数少ない、件数が少ないって思ったんですが、何か申し込むのに条件とかいっ
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ぱいあるんでしょうか。 

事 務 局：案内には、認知症の診断を受けていて、今俳回という言葉を使わないということ

なんですけど、わかりやすいので俳回という言葉を使うと、ちょっとふらっと出

かけて戻ってこれなくなっちゃったようなことがある方。目安として、基本的に

ご相談があった方、もしくはケアマネジャーさんからきいて、相談に見えた方に

ついては、最初に地区の担当がお話を聞いた上で支給させていただいています。

ちなみに、件数が少ないというところが、例えばなんですけど、既に洋服に名前

と住所を書いたものを打っているような方は、こういったシールは必要なくて、

何か個人情報的な意味合いで、そこやりたくないな、でも何かないかなというと

ころで、ぴたっとくる方が少ない部分はありますが潜在的な需要はあると考えて

おります。なので、家族の方の支援事業でもありますので、一つの選択肢として

ありますよということは積極的に周知をしていきたいと考えております。 

 

（３）地域包括支援センターの活動実績、地域ケア会議実績報告について 

〔質疑応答〕 

委  員：資料５－１の地域ケア会議実績報告を読ませていただきました。以前の報告書と

大分違って、本当に地に足がついた、しっかりした取り組みがされていて、それ

ぞれの問題を、地域の課題を出し合って検討しているんだなということがよくわ

かりました。私も、このけやきの郷ホームの仲間なんですけども、まだ、つい最

近入ったばっかりなんで、こういうことの議論の中には入っていなかったんです

けども、とてもうれしく思いましたし、ぜひこれを具体的に取り組めるようにし

たいなと思っています。今、けやきの関係では、大阪の豊中市の事例を、ちょっ

と参考に、そこでのコーディネーターの方の活躍が非常に、インタビューの中で

載っているもんですから、それを取り上げながら、小平でもこれができないだろ

うか、これはどうだろうかという、そういう積み上げをしていきたいなというふ

うに思っています。全体にわっといってもなかなか具体化しないものですから、

一つ一つ詰めていきたいなと思って、そういう面では、このけやきの郷の、これ

までの会議の内容というのと、取り組む材料としては参考になるなと思って読ま

せていただきました。ありがとうございました。 

委  員：これ一つの案なんですけども、認知症の方に対するケアとか、または小平市民全

体が認知症の方に対する接し方、これを考えますと、皆さんご存じだと思います

が、ＮＨＫで「ユマニチュード」という番組、ご覧になったことあると思うんで

すけども、これは、まだ全国的に、実際にやっている例が福岡で去年から始まっ

ている実際の対策事業があるんですね。これは、介護事業に携わっている方だけ

ではなくて、下は小学校、幼稚園、保育園まで全部含めた大々的なプランでやっ

ていることなので、これ、一度、小平市としても、一度この内容を読んだりして、
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一つのこれからの対策事業の一つとしてご検討いただけないかなという、一つの

案です。 

 

（４）こだいら認知症週間の実施について 

〔質疑応答〕 

委  員：（５）の本人交流会、これは別に年齢は関係ないんですか。若年認知症の人も入

のか伺います。 

事 務 局：そうですね、来たら受けようかと思います。 

 

（５）地域密着型サービス事業所の廃止について 

〔質疑応答〕 

なし 

（６）総合事業の事業所の指定状況について 

〔質疑応答〕 

なし 

 

 

５ その他 

（１）地域包括ケア推進計画（第７期）（第２章 市の現状と課題）について 

〔質疑応答〕 

委  員：今後、独居高齢者が増えてくるであろうというところで、推進計画の中で、これ

はもう国の基準で決まっているサービスである夜間対応型の訪問介護とか、定期

巡回、随時対応のほうに力を入れていかれるというお話なんですけども、なかな

か、仮にニーズと合ってなくて事業として成り立たないというのが事業者側の本

音だと思うんですが、今後、独居高齢者が増えてくると、逆にニーズがまた変わ

ってくるんではないかなと思いまして、そういったところの、また分析とかもあ

わせてお願いできると、事業所の誘致と言うんですか、呼び寄せることもできる

んじゃないかななんて思いました。 

      あとは、結構漏れちゃう方が多いので、いろんな施策にぎりぎりはまらないよ

うな方というのもいらっしゃるので、そういう、細やかなところも柔軟に考えて

いただけるといいかな。ちょっと体感していることなので、具体的な例を挙げる

と時間がかかってしまいますので省かせていただきますけども、ちょっと制度と

制度のはざまに挟まってしまうような方の、何か小平市の独自のアイデアみたい

なものがあるといいかなと思いました。感想のようなものです。 

委  員：まだ後期高齢者のほうに入っていないんですけれども、２０２５年に団塊の世代
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が７５歳以上増えるという段階で、まだ私の世代はパソコンとかネットとか、そ

ういうものが身近な世代なんですね。そうしたら、私個人として言わせてもらう

と、ひとり暮らしで独居になったときに、見守られるよりネットというとおかし

いんですけど、テレビ電話じゃないけれども、お元気ですかと、だから、アイボ

という人形を持っていたぐらいなんですけども、そういう何か在宅介護でも回っ

てもらうというのでも、なかなか難しいのであれば、そういうネットみたいなも

のがあれば、元気なうちというか、認知症になる前の方にはありがたいかなと思

いました。もし、そういうのは余り詳しくないんですけども、見守りでも、応答

がないとか、そういうときに対応するとか、そういうシステムみたいなものが将

来あれば、ありがたいなというふうに思いました。 

事 務 局：情報収集というところでは、民間の、例えば警備会社さんが見守りパックみたい

なものは、かなり低価格帯から、高いところで、おっしゃっていただいたカメラ

がついていたりというタイプもいろいろあるというのは、一応把握はしています。

郵便局さんも見守りのサービスを始められたり、あとは、一つあるのは、毎日電

話をくれて、１番を押したら元気だよ、３番を押したらという、そういうものだ

と１，０００円未満ぐらいの料金でやっているようなところがあったり、いろい

ろあるのは把握しているんですけれども、今の段階では、なかなか事業化という

ところまでには至っていないので、少なくとも、何かないかなという、相談に対

して対応できるためにも情報収集と情報提供については相談業務の中で努めてま

いりたいと思います。 

委  員：実は、お医者さんなんですかね、例えば、なかなかお医者さんに行けないような

状況になったりしたときでも、要するに、そういう症状はどうですかとかいうよ

うな、ネットの、そんなものは。 

事 務 局：私どもが今、把握しているのは、直接訪問診療のお医者さんとというよりは、警

備会社で、コールセンターの看護師さんとかが、まず最初にお伺いしたりして、

必要があれば救急車のほうに連絡を入れたり、応答がなければとかというような、

通報システム的なものです。 

委  員：最近は、遠隔診療というのが、スマホでも、通院しなくてできるようなシステム

ができ上がって、大分都内でも増えているみたいです。まだ、ちょっと小平市内

で、その遠隔診療をやっているという情報は、私たちのほうにまだ入ってないん

ですけど、これから徐々に広がっていくと思うんですね。通院が可能なら減らし

てあげてお薬だけですとか、体調がいい人に限るというような条件はつきますけ

れども、そういうシステムが、どんどんこれから広がってくると思います。 

会  長：ありがとうございます。ほか、いかがでしょうか。 

      私のほうからも、お伺いしたいんですけども、東圏域のところ、認知症高齢者

の状況、地域包括ケア推進計画の１９ページのところでしょうか、拝見して、中
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央東圏域とか中央と、余り大きな違いがないのかなというふうに思ったんですけ

ども、先ほどの資料の３の地域支援事業の概要のところを見ますと、２４ページ

のところで、オレンジカフェの実施のところで、健成苑さんのほうでやっている

オレンジカフェが、本人の参加が２９５人も延べいらっしゃるということで、す

ごい多いなというふうに思いました。逆に、中央圏域の多摩済生園さんなんかの

ところだと、３人しかいらしてないということで、なかなかオレンジカフェって、

本人の参加がなかなかなくて難しいなというところもあるかと思うんですけれど

も、ここは、やはり東圏域のところというのは、かなり認知症施策とかの状況と

いうのは、かなり進んでいるというとか、何か力を入れているというような状況

があるのかどうなのかとか、何か、このオレンジカフェの進め方ですごく工夫し

ているところがあるとかということで、もし何かあれば伺いたいなと。もし良け

れば、これをまた、各圏域に広げていくという方法もあるのかなと思ったんです

けれども、いかがでしょうか。 

事 務 局：特に力を入れているというわけではないんですけども、かなり、住民の方で積極

的な方が多くて、その積極的な住民の方が、周りの人を誘って参加していただけ

るということが結構大きいかなというところと、あとは、包括のほうでも、かか

わりの難しい方とかがいらっしゃって、認知症カフェやっているのでどうですか

と呼びかけて来ていただけるという方は結構いらっしゃっていて、そういう呼び

かけとか、チラシも作って宣伝とかもしているので、そういうことが影響して

徐々に増えていったのかなというところと、あとは、一回来られると、楽しかっ

たなと思っていただけて、継続して同じ方が来ていただけるということが、すご

く大きいなと思っています。 

会  長：ありがとうございます。なかなか、特に初期の方とか、診断を受けたばかりの方

の認知症の支援ってなかなかないのかなと思う中で、認知症カフェ、これだけ頑

張ってらっしゃるってすごいなと思いながら、拝見したので、ぜひまたそれを、

いろんな地域に広がっていただけたらなというふうに思いました。ありがとうご

ざいました。 

（２）平成３０年度地域密着型サービス整備・運営事業者の応募状況について 

〔質疑応答〕 

なし 

 

６ 閉会 

 


